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○岡山県県費負担教職員の給与に関する規則の運用について

（昭和３５年３月４日岡人委第１００号通知）

（沿革）

昭和３６年 １月１３日第 ４１号 昭和３７年 ７月２４日第３８６号

昭和３９年１２月２５日第５３１号 昭和４０年１２月２８日第５５９号

昭和４１年 ４月 １日第 ４号 昭和４３年 ４月 １日第 ９号

昭和４６年 ３月３０日第５２７号 昭和４８年１０月１９日第３１６号

昭和４９年 ３月３０日第５１６号 昭和５２年 ４月 １日第 ４号

昭和５３年 ３月２３日第３１２号 平成２６年 ３月３１日第２７４号

令和 ４年 ２月２５日第３４０号 令和 ５年 ３月２０日第３４０号

令和 ７年 ３月２１日第３４５号 令和 ７年１２月２３日第２６５号 改正

岡山県県費負担教職員の給与に関する規則（昭和３１年岡山県人事委員会

規則第８号）の一部改正に伴い同規則の運用について別紙のとおり定めたの

で通知します。

別紙

岡山県県費負担教職員の給与に関する規則の運用について

第２条の３関係

１ 第１項の「県費負担教職員が学校若しくは共同調理場（以下「学校等」

という。）を異にする異動又は学校の移転（以下「異動等」という。）に

伴つて住居を移転した」とは、県費負担教職員が異動等（岡山県職員給与

条例（昭和２６年岡山県条例第１８号）の適用を受ける職員が、岡山県県

費負担教職員の給与等に関する条例（昭和３１年岡山県条例第６５号）の

適用を受ける職員となつた場合及び採用された場合を含む。）を要因とし

て当該異動等の直後の学校等に勤務するため住居を移転した場合をいい、

移転前の住居から通勤することが容易であるにもかかわらず、便宜、住居

を移転した場合等は、これに該当しない。

２ 第１項の「人事委員会の定める条件に該当する者」とは、次のとおりと

する。

一 その者の有する技術、経験等に照らし、３年を超えて引き続き異動等

の直後の学校等に勤務させることが必要であると任命権者（その委任を

受けた者を含む。）が認めた場合
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二 へき地手当に準ずる手当を支給されている場合において、同手当を支

給されるに至つた日から起算して３年以内又は異動等の日から起算して

３年を経過する際に他のへき地学校等又は特別の地域に所在する学校等

に異動し、かつ、その際住居を移転しなかつた場合

３ へき地手当に準ずる手当を支給されている県費負担教職員に、第１項第

２号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由に関し新たにへき地手当に

準ずる手当の支給が開始されるので、従前の異動等に係る支給は、終了す

ることとなる。

第２条の４関係

この条第１項第４号に該当すると思料される職員が生じたときは、人事委

員会と協議するものとする。

第４条関係

一 へき地手当及びへき地手当に準ずる手当は、職員の分限に関する条例

（昭和４６年岡山県条例第１１号）の規定により休職中の職員にあつて

もその期間中給与が支給される場合にあつては、支給されるものである

こと。

二 分校を有する学校の校長に対するへき地手当及びへき地手当に準ずる

手当の支給については、本校に勤務するものとして取り扱うものである

こと。

三 ２以上の学校に勤務することを命ぜられている者（校長を除く。）に

対するへき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給については、その

者の最も多い担当授業時間数の学校に勤務するものとして取り扱うもの

であること。

第６条関係

県費負担教職員にへき地手当に準ずる手当を支給するに当たつては、職

員別に勤務学校名、職名、異動年月日、住居移転年月日、支給開始日、支

給改定日、支給率、支給停止日その他必要事項を記載した支給調書を作成

し、保管するものとする。

別表関係

任命権者は、別表第１、別表第２に掲げる学校等及び別表第３に掲げる

公署について廃止若しくは移転があるとき又はこれらの学校等及び公署の

所在地における生活環境等の実情に著しい変更があると認められるときに

は、その変更の内容がわかる書類を人事委員会に提出するものとする。


